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一時保育（一時預かり）事業  
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子育て短期支援事業（短期入所生活援助（ショートステイ）事業／夜間養護等（トワイライトステイ）事業）  

（1）概要  

㈹ サービス・給付内容   

《短期入所生活援助（ショートステイ）事業》   

保護者が、疾病■疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が困難となった場合等に、児童養護施設など保  

護を適切に行うことができる施設において養育・保護を行う（原則として7日以内）。  

《夜間養護等（トワイライトステイ）事業》  

保護者が、仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり児童の養育が困難となった場合等の緊急の場合に、  
児童養護施設など保護を適切に行うことができる施設において児童を預かるもの。宿泊可。  

虐）実施状況   

《短期入所生活援助（ショートステイ）事業》584箇所   

《夜間養護等（トワイライト）事業》 301箇所（H19年度交付決定ベース）  
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地域子育て支援拠点事業  
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ファミリー・サポート・センター事業  

㈹ 基盤整備に関する枠組み  

市町村が次世代育成支援法に基づく地域行動計画において、計画期間（5年間）の取組を記載  

②施設整備補助  

特になし   
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（5）サービス利用の仕組み  

サーピ   

すべての子育て家庭を対象とした事業。   

②サービス利用の流れ  

利用又は提供を希望する者が、ファミリー・サポートセンターに対し登録を行い、随時、連絡調整を受けるもの。（サービス提供自  
体は、利用会員と提供会員の間の請負又は準委任契約として行われる。）   

③利用料  

援助活動に対する報酬は、原則として会員相互間で決定。報酬の目安についてはファミリーサポート・センターが会則等で定める  
ことが可能。  
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児童館事業  

（3）基盤整備  

の 基盤整備lこ関する枠組み   

特になし  

② 施設整備補助  

児童厚生施設等整備費（児童育成事業）による施設整備補助有り  

《国庫補助対象〉市町村・社会福祉法人・公益法人（※株式会社、NPO法人は対象外）  
《国庫補助単価》創設の場合：小型児童館3，509万円、児童センター5，084万円（H20年度予算ベース）  
《費用負担割合〉 事業主1／3、都道府県1／3、市町村1／3  
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